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コメ依存度が高く、園芸・畜産は伸び悩み

家族経営体以外の組織経営は増加
― 農地所有適格法人（従来の農業法人）は増加

経営耕地の集約化が進展（大型化）

６次産業化・高付加価値化の推進が必要

新潟県農業を巡る環境・課題



出所：新潟市ＨＰ

新潟市では、農

業を含めた食産業

全体が連携し成長

産業として一体と

なって発展し、食

産業No.1都市とな

ることを目指す「新

潟ニューフードバ

レー構想」を掲げ、

その実現に向けた

取組みを進めてい

ます。
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出所：新潟県ＨＰ
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地域金融機関として「農業」を
どのように位置づけるか
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農業金融の現状

＜農林漁業向け貸出金残高
（17/3月末）＞

系統：農林中金、信農連、信漁連、農協、漁協
政府系：日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、

商工中金、日本政策投資銀行
銀行・信用金庫：国内銀行（日本銀行および政府関係機

関を除く、国内法に準拠した銀行）および信用金庫

出所：農林中金総合研究所
「2017年農林漁業金融統計」

出所：日本銀行「貸出先別貸出金」

＜国内銀行・信用金庫の農林漁業
向け貸出金シェア（17/3月末）＞

農林漁業
0.2% 製造業

11.5%
小売業
3.3%

不動産業
15.9%
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連携体制のイメージ 出所：農林水産省・経済産業省作成「事例集」
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・平成２２年度より本部に
農業の専担者を配置。６
つの支援メニューを掲げ、
農業と関連産業の支援を
本格的に開始

・『農業よろず相談所ｉｎ
やまがた』の事務局を当行
が務め、後継者育成・他産
業連携、販路拡大等を支援

・アグリイノベーションサポート
を本格開始して以降、
農業者との取引は倍増

アグリイノベーション
サポート（農業革新支援）

山形銀行の取組み ～アグリイノベーションサポート～

8



動産・債権担保融資（ＡＢＬ）の活用

動産や売掛債権を担保に貸付

担保の評価・モニタリングを通じ
企業実態を把握

１次産業者

米 売掛債権

野菜 牛・豚

金融機関
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農業融資推進の取組み方針について

出所：農水省「積極的な農業融資の実現に向けた担保
評価・債権回収実態調査委託事業」（2016年調査）10



長野県信連

（長野県内JA）

八十二銀行

◆ 「双方の強みを生かした」マッチング機能の充実。

◆ 「地域農業・地域経済の活性化」への共通した思い。

◆ 「産業として持続性のある農業」の育成。

１次事業者 ２次・３次事業者

６
次
産
業
化

八十二銀行の取組み
～ＪＡグループとの共同出資による6次産業化ファンド組成～
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６次産業化ファンドへの取組みに至る検討
（八十二銀行）

＜大義＞

• 長野県は「農業県」であり、「農業」は県の基幹産業である。

• 「農業」は「観光」「食品」等の他産業との親和性強く、ポテン
シャルが高い。

• 地方銀行としては積極的に取組むべき分野である。

＜課題＞

• 銀行に営農ノウハウがあるか。

• 当行単独で２次・３次産業者と対等にアライアンスを組める農
業者を発掘することが可能か。

• 農業分野で最大のコンペティターであろうJA（系統）と組む意
義をどこに求めるのか。
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６次産業化ファンドへの取組みに至る検討
（長野県信連）

＜6次産業化ファンド組成にかかる検討＞

• 農業はグループ事業の基盤となるいわば“聖域”。

• その分野で民間BKと協力関係を構築することへの抵抗感。

• 県内農業者（組合員）の「農業所得向上」支援。

• 農業の“明るい未来”構築に向けた一つのチャレンジ。

• 産業として持続性のある農業の育成のため、２次・３次事業者
と協力することの必要性。

＜課題＞

• 20JAを中心とする弊会の会員から十分な理解・賛同を得るた
め、組合長等に対する訪問・説明。
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• 6次産業化ファンド投資事例①「千曲川ワインバレーの実現」

事業支援者
株式会社

ヴィラデストワイナリー

（事業母体）

有限会社
信州うえだファーム

（ＪＡ信州うえだ子会社）

出資

技術・ノウハウ
・販路の提供

出資

ワインぶどう
の提供

SAIF
(本件）

出資

長野県
東御市

近隣生産者
など

経営支援

連携

日本ワイン農業研究所
株式会社

出資

・地域で生産される良質なワイン用
ぶどうを利用した、ワインの醸造・
販売を実施。

・今後、確実に増加してくるワイン用
ぶどうの受入（委託醸造）体制整備。

・新規就農、ワイナリー開設希望者
に栽培、醸造、ワイナリー技術ノウ
ハウの提供。

・新規参入者の道標

産地育成 耕作放棄地対策雇用創出

NAGANO WINE
ブランディング

ワインツーリズム 産業創出

・信州ワインバレー
の実現

・地域経済の活性化

有限会社
信州うえだファーム

（JA信州うえだ子会社）
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・6次産業化ファンド投資事例②「市場外流通によるカット野菜事業」

株式会社
フレッシュベジ加工
（カット野菜製造業）

JAながの・JAグリーン長野
・JA佐久浅間・JAからつ 等 長印グループ
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農家の大規模化

▽1戸当たりの耕地面積（販売農家） ▽農地所有適格法人
（農業生産法人）数の推移

出所：農林水産省経営局調べ出所：農林水産省「農林業センサス」
「農業構造動態調査」
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売上規模 農協 都市銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 メインなし 合計先数

1千万円未満 66.7 4.2 20.8 4.2 0.0 4.2 24

～1億円未満 65.8 1.5 20.5 8.0 0.8 2.7 263

～5億円未満 40.2 1.3 36.6 11.8 2.6 5.6 306

～10億円未満 20.8 4.2 50.0 11.1 2.8 8.3 72

～20億円未満 26.5 8.8 41.2 17.6 0.0 2.9 34

20億円以上 7.4 14.8 63.0 0.0 0.0 3.7 27

合計先数 338 19 238 72 12 33 726

農業法人のメインバンク（規模別シェア）

（％、先）

出所： 農林水産省「農業法人向け融資における実態調査（平成18年度)」

アンケート発送先数：2,609先、回収先数：798先、回収率：30.6％
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出所：農水省積極的な農業融資の実現に向けた
担保評価・債権回収実態調査委託事業
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6次産業化支援ファンド

出所:農林漁業成長産業化支援機構ＨＰ

（株）農林漁業
成長産業化支援機構
（略称：A-FIVE）
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六次産業化・地産地消法
農林水産省

農商工等連携支援促進法
経済産業省

出所：日本政策金融
公庫ＨＰ

出所：新潟県庁ＨＰ
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新たな担い手支援

出所：農林水産省HP出所：県庁ＨＰ、新潟県の農林水産業
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ビジネスマッチング、ネットワークの活用

主催:農林水産省

主催:日本政策金融公庫

23



インターネット、ＥＣ（電子商取引）の活用

出所：ミュージックセキュリティ－ズ、創業支援セミナー・パネルディスカッション資料
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農林水産物・食品の輸出額の推移

出所：農林水産省公表資料
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桃 農 家
葡 萄 農 家

地元スーパー

JETRO・中小機構

商 社

販売先・専門家
マッチング

国内販路開拓

輸出商談会情報

海外販路開拓

国内販売先確保

専門機関からの助言

海外への販路

事例．白桃・葡萄の販路開拓支援
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 1次産業はほぼすべての地域に存在する産業
― 地域活性化の核となり得る産業

地域金融機関にとっての
農林水産業活性化の意義

▽農産物・食料品輸出額国別ランキング
（2011年、上位15カ国）

出所：フィデア総合研究所「農林水産物
輸出の現状と方向性」から引用

 人口減少の下でも地域外・
海外の需要を取り込んで成長
できる産業
― 先進国ほど農産物輸出国

 農業は「逃げない」産業
― 地域の保有資源を 再評

価し、付加価値を高める

工夫を行い、それを活用

して地域を活性化
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本資料に関する照会先

日本銀行 金融機構局 金融高度化センター

石橋 由雄 電話 03 -3277-3081

email caft@boj.or.jp

 本資料の内容について、商用目的での転載・複製を行う場
合は予め日本銀行金融機構局金融高度化センターまでご
相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してく
ださい。

 本資料に掲載されている情報の正確性については万全を
期しておりますが、日本銀行は、利用者が本資料の情報を
用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものでは
ありません。
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